
償還期間

据置期間

事 業 開 始 資 金 ・母子家庭の母 個人 2,830,000 円

・寡婦 団体 4,260,000 円

・母子福祉団体

事 業 継 続 資 金 ・母子家庭の母 個人 1,420,000 円

・寡婦 団体 1,420,000 円

・母子福祉団体

修 学 資 金 ・母子家庭の児童 別紙のとおり

・寡婦の子

・父母のいない児童

技 能 習 得 資 金 ・母子家庭の母 月額 68,000 円

・寡婦

460,000 円

修 業 資 金 ・母子家庭の児童 月額 68,000 円

・寡婦の子

・父母のない児童

460,000 円

就 職 支 度 資 金 ・母子家庭の母 100,000 円

・母子家庭の児童

・寡婦

・父母のない児童
320,000 円

技能習得後
１年以内

１０年以内

【内容】
母や寡婦の方が知識技能を習得するた
めに必要な授業料，材料費等の資金

【主な条件】
習得期間が５年を超えない範囲で貸付
が受けられます。

【主な条件】
通勤用自動車の購入は，就労形態や居
住地における公共交通機関の事情から
必要と認められる場合は，貸付が受け
られます。

※　利子・・・①保証人有＝無利子，保証人無＝年１．５％　　②無利子
　　　　　　　　　（①の場合は，無利子で保証人有り」か「有利子（年1.5%）の保証人無し」を選べます。）

【内容】
子（児童）が知識技能を習得するため
に必要な授業料，材料費等の資金

【主な条件】
習得期間が３年を超えない範囲で貸付
が受けられます。

知識技能習
得後１年
以内

貸付日から
１年

貸付対象

※子に係
る貸付に
ついては
無利子

【内容】
就職に直接必要な被服，履物等のため
の資金

７年以内

貸付日から
６ヶ月

（特別一括あり）

１０年以内

修学終了後
６ヶ月

貸付金の種類

母子寡婦福祉資金貸付金一覧         　　  平成２３年４月１日現在

②

①

※自動車運転免許習得の場
合の特別貸付

【主な条件】
子（児童）が連帯借受人となります。
なお，日本学生支援機構等の他の資金
と重複して貸付を受けることは原則で
きません。
ただし、就学支度資金と修学資金のよ
うに目的の異なるものについては貸付
が受けられます。

【主な条件】
当該事業の必要経費総額の概ね５０％
以上の自己資金が必要です。
また，申請前に中小企業診断士による
起業診断が必要ですので，母子自立支
援員にお問い合わせください。

【内容】
事業を継続又は拡張するために，商
品，材料等をあらたに購入する等の運
転資金

【主な条件】
事業等で生じた借金の返済に充てるこ
とはできません。
また，申請前に中小企業診断士による
起業診断が必要ですので，母子自立支
援員にお問い合わせください。

【内容】
高等学校，高等専門学校，専修学校
（高等課程，専門課程，一般家庭），
短期大学及び大学に就学させるのに直
接必要な授業料、書籍代、通学費等の
資金

①

７年以内

貸付日から
１年

貸付の内容および主な条件 貸付金の限度額 利子

①

※通勤用自動車の購入を含
む場合

②

①

６年以内

※自動車運転免許習得の場
合の特別貸付

６年以内

【内容】
事業等を開始するのに必要な設備費、
計器、材料費のための資金



償還期間

据置期間

医 療 介 護 資 金 ・母子家庭の母 医療 340,000 円

・寡婦 介護 500,000 円

・母子家庭の児童

【主な条件】
医療や介護を受ける期間が概ね１年以
内の場合で，概算医療費が記載された
診断書等，介護サービス費が記載され
た書類等が必要です。

医療を受け
る期間後
６ヶ月

生 活 資 金 ・母子家庭の母 ①月額 141,000 円 ①１０年以内

・寡婦 ②月額 103,000 円 ②５年以内

③月額
※ 103,000 円 ③８年以内

④月額 103,000 円 ④５年以内

住 宅 資 金 ・母子家庭の母 1,500,000 円

・寡婦

【主な条件】
自ら居住するための自ら所有する住宅
です。
所要総額の概ね２０％以上の自己資金
が必要です。

2,000,000 円

貸付日から
６ヶ月

転 宅 資 金 ・母子家庭の母 260,000 円

・寡婦

【主な条件】
市外転出の場合は，転出先の福祉事務
所に申請のため，事前にご連絡くださ
い。

貸付日から
６ヶ月

就 学 支 度 資 金 ・母子家庭の児童

・寡婦の子

・父母のいない児童

結 婚 資 金 ・母子家庭の母 300,000 円

・寡婦

【内容】
医療又は介護を受けるための必要な資
金（自己負担分）及び通院に要する必
要最小限の交通費，医師が必要と認め
たあん摩，マッサージ，指圧等の施術
受けるために必要な資金

【内容】
知識技能を習得している間や疾病等の
療養期間の間，配偶者のない女子と
なって間もない期間や失業期間中の生
活維持のための資金
①知識技能習得時
②医療介護時
③生活安定時（配偶者のない女子）
④生活安定時（失業）

【主な条件】
③は配偶者のない女子となって７年未
満に限ります。（総額2,400,000円ま
で貸付）
④は失業してから1年を超えない範囲
で貸付が受けられます。

５年以内

３年以内

修学終了後
６ヶ月

貸付期間終
了後６ヶ月

貸付金の限度額

③※
養育費の取得のための裁判
費用は1,236,000円（一括
貸付）

６年以内

①

５年以内

②

５年以内

貸付日から
６ヶ月

①

①

①

①

【内容】
入学準備のための資金

別表のとおり

【内容】
住宅の建設、購入、補修、保全、増改
築のための資金

【内容】
賃貸契約による敷金，前家賃などの一
時金及び引越しに要する運送代など，
住居の移転に際し必要な資金

※災害時の特別貸付

貸付の内容および主な条件 利子

※　利子・・・①保証人有＝無利子，保証人無＝年１．５％　　②無利子
　　　　　　　（①の場合は，無利子で保証人有り」か「有利子（年1.5%）の保証人無し」を選べます。）

【主な条件】
子（児童）が連帯借受人となります。
修学資金と併せて貸付が受けられま
す。

【内容】
子（児童）の婚姻に際し必要とする挙
式披露宴等のための経費，家具什器等
の購入資金

【主な条件】
扶養している子（児童）が婚姻の場合
になります。

貸付金の種類 貸付対象



（別紙）

　　　（平成２２年４月１日から適用）

単位：円

学 年 別

学 校 種 別

自 宅 通 学 18,000 18,000 18,000

自 宅 外 通 学 23,000 23,000 23,000

自 宅 通 学 30,000 30,000 30,000

自 宅 外 通 学 35,000 35,000 35,000

自 宅 通 学 21,000 21,000 21,000 45,000 45,000

自 宅 外 通 学 22,500 22,500 22,500 51,000 51,000

自 宅 通 学 32,000 32,000 32,000 53,000 53,000

自 宅 外 通 学 35,000 35,000 35,000 60,000 60,000

自 宅 通 学 45,000 45,000

自 宅 外 通 学 51,000 51,000

自 宅 通 学 53,000 53,000

自 宅 外 通 学 60,000 60,000

自 宅 通 学 45,000 45,000 45,000 45,000

自 宅 外 通 学 51,000 51,000 51,000 51,000

自 宅 通 学 54,000 54,000 54,000 54,000

自 宅 外 通 学 64,000 64,000 64,000 64,000

専修学校（一般課程） 31,000 31,000

小 学 校 39,500

中 学 校 46,100

高 等 学 校

高 等 専 門 学 校

専修学校（高等課程）

専修学校（一般課程）

高 等 学 校

高 等 専 門 学 校

専修学校（高等課程）

大 学 自 宅 通 学 370,000

短 期 大 学 自 宅 外 通 学 380,000

専修学校（専門課程） 自 宅 通 学 580,000

自 宅 外 通 学 590,000

自 宅 通 学 75,000

自 宅 外 通 学 85,000

自 宅 通 学 90,000

自 宅 外 通 学 100,000

修学資金貸付限度額（月額）一覧表

私 立

私 立

自 宅 通 学 410,000

自 宅 外 通 学 420,000

就学支度資金貸付限度額

国 公 立

自 宅 通 学 150,000

自 宅 外 通 学 160,000

私 立

所得税非課税及び同程度
に限る

学 校 種 別 区　分 限 度 額

２　年

私 立

国 公 立

大 学

専修学校（専門課程）

短 期 大 学

専修学校（高等課程）

３　年 ４　年 ５　年

国 公 立

１　年

高 等 学 校

高 等 専 門 学 校

国 公 立

私 立

国 公 立

国 公 立

私 立

修 業 施 設

中 卒 者

高 卒 者


	母子・寡婦福祉資金の貸付のご案内
	〔別紙〕修学資金・就学支度資金貸付限度額表



